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様式第４号（第 10条関係）  

 

審議会等の会議の記録  

 

審 議 会 等 の 名 称  令和２年度第１回西脇市環境審議会  

開 催 日 時  令和２年８月６日（木）  

午前９時 30分～ 11時 00分  

開 催 場 所  西脇市民会館中ホール  

出 席 委 員 の 氏 名  

又 は 人 数  

熊谷  哲  小林拓郎  仲田保弘  遠藤行博  

徳岡敏昭  久米敏正  今中多津子  藤原勇夫  

小田晴美  時政良光  戸田佐千子  大﨑夏子  

木村紀雄  

欠 席 委 員 の 氏 名  

又 は 人 数  

なし  

出 席 職 員 の 職 ・  

氏 名 又 は 人 数  

（幹事）  

くらし安心部長  高田洋明  

（事務局）  

くらし安心部環境課長    岸本雅彦  

同上   環境課長補佐  本間健夫  

同上   環境課主査   生田伸介  

同上   環境課     芦澤徹平  

（建設水道部）  

建設水道部長  田中浩敬  

建設水道部建築住宅課長   吉田尚史  

同上  建築住宅課主任  橋本  将  

同上  建築住宅課    桑名慶亘  

（環境基本計画策定業務受託事業者）  

㈱地域計画建築研究所  中川、益戸  

公開・非公開の別  公開  

非 公 開 の 理 由  －  

傍 聴 人 の 数  なし  

議題又は協議事項  １  開会  

２  会長あいさつ  

３  副会長選出  

４  審議事項  

⑴  西脇市環境基本計画の策定について  

ア  構成案及び市の望ましい環境像について  

イ  環境目標１～環境目標６について  
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⑵  西脇市太陽光発電設備の設置手続きに関す

る条例（案）の制定について  

５  その他  

６  閉会  

会議の記録（概要）  

発 言 者   

１  開会  

 

２  会長あいさつ  

 

○  委員紹介  

 

・  代表委員の交代により、新たな委員１名を紹介  

 

＜西脇市環境審議会規則第３条第１項の規定により、会

長が会議の議長となる。＞  

 

○  議事録署名人選出  

 

・  本日の議事録署名人について、議長より遠藤委員、

藤原委員の２名を指名  

 

３  副会長選出  

 

・  副会長を務めていた委員が交代したため、新たに後任

の仲田委員を指名  

 

○  傍聴定員の決定  

 

・  本日の傍聴希望者はないことを報告  

 

４  審議事項  

１  西脇市環境基本計画の策定について  

⑴  構成案及び市の望ましい環境像について  

 

・  資料１～３に基づき説明  

 

・  説明のあった内容について、委員の意見等を求め

事務局  

 

会長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

事務局  

 

議長  
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委員  

 

 

 

事務局  

 

 

委員  

 

 

 

議長  

 

委員  

 

 

 

 

委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

議長  

 

 

事務局  

 

議長  

る。  

 

・  資料２の改定素案案１に山とあるが、資料３、４

の施策内には山に関する記述がない。山ではなく、

森林と理解する。山と森林は違うのではないか。  

 

・  案１は、現行計画の踏襲と１文字の列記を意識し

たものである。ご意見を踏まえ、再検討する。  

 

・  案２、案３は他市町でも考えられるが、案１には

西 脇 ら し さ が あ る 。 つ な が り を は ぐ く む の で あ れ

ば、山と水だけでなく、人も入れてほしい。  

 

・  森（森林）と水と人は、あった方がよい。  

 

・  キ ャ ッ チ フ レ ー ズ の み に 着 目 す る と 、 案 １ は 自

然、案２は人、案３は地域環境が前面に出ている印

象を受ける。本審議は、３つの案から１つに絞ると

いうことか。  

 

・  商工会の立場としては、案３の環境・経済・地域

循環に感じるものがある。  

 

・  本件については、この場で意見集約し、決定する

のは難しいと思われるため、各委員、３案の環境像

に思い当たることがあれば、後日事務局にご指摘を

お願いしたい。事務局と調整し、改めて提案する。  

 

⑵  環境目標１～環境目標６について  

 

・  資料４に基づき説明  

 

・  説明のあった内容について、委員の意見等を求め

る。  

 

・  目標３の 14頁。水辺環境の保全と活用とあるが、

学校では安全面の観点から子供のみで川に行くこと

を禁止している。しかし、幼少期に水に親しむ体験
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議長  

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

委員  

 

事務局  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

議長  

 

 

 

事務局  

 

 

委員  

 

 

は重要と考える。自然環境への関心にもつながる体

験を施策に入れてほしい。  

 

・  環境学習には体験も含まれると思うが、別途体験

という表現を使用することも重要である。  

 

・  現行計画の目標２にあった「自立」が削除されて

いるが、環境問題に関しては個人の意識が重要と考

えている。改定案における削除の理由を問う。  

 

・  現行計画の目標２では、廃棄物対策とエネルギー

利用を取り上げていたが、改定案はエネルギーに関

する記述は目標４に集約した。「自立」はエネルギ

ーとの関わりと捉えたので、改定案の目標２から省

いた。意見を踏まえ、検討したい。  

 

・  コラム欄には、どのような内容が入るのか。  

 

・  今後検討するが、施策内容でイメージが湧きにく

いものがあるので、本市の取組や今後実施が予想さ

れる施策など、写真や文章を掲載し、読み物として

紹介する予定である。  

 

・  目標１の３頁。空き家・空き地の適正管理の指導

は、今後重要になってくると思う。市では指導等を

されていると思うが、近隣住民ができることを具体

的に教えてほしい。  

 

・  空き家問題は全国的な問題であり、人口減少とと

もに増加している。空き家対策は、所有者がいるの

で、処分等の対応が難しい。  

 

・  空き家は個人財産のため、市で独自に処分するこ

とはできない。指導要請に留まっている。  

 

・  計画の方針は、人にやさしく、人を守る、安全な

環境であることが重要である。親が子育てしやすい

環境をどの部分にも入れるべきではないか。基本は
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委員  

 

 

 

 

 

 

建 築 住

宅課長  

議長  

 

 

委員  

 

 

建 築 住

宅課長  

委員  

 

建 築 住

宅課長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

人が住みやすい、安全な西脇市を体現できるような

環境づくりを全面的に出してほしい。  

 

・  何気ない身近な自然と共にある生活が、西脇らし

さだと思うので、自然とのふれあいの価値を案に入

れてほしい。  

 

２  西 脇 市 太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 手 続 き に 関 す る 条 例

（案）の制定について  

 

・  資料に基づき説明  

 

・  説 明 の あ っ た 内 容 に つ い て 、 委 員 の 意 見 等 を 求 め

る。  

 

・  条例施行前の太陽光発電設備に関して、手続きは遡

及適用されるのか。  

 

・  遡及適用は考えていない。  

 

・  市のガイドラインを条例化すると考えてよいのか。  

 

・  その通りである。  

 

５  その他  

 

・  次回開催は、９月２日（水）午前９時 30分から西脇市

茜が丘複合施設みらいえで予定している。  

 

６  閉会  

 

 

 

 

 

 

 

問 合 せ 先  くらし安心部環境課  

 


